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付 議 事 件

議案第８１号 広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例

の制定について 〔 １ 頁〕

議案第８２号 広陵町企業版ふるさと納税基金条例の制定に

ついて 〔 ７ 頁〕

議案第８３号 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の

一部を改正することについて 〔１１頁〕

議案第８４号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正することについて 〔１５頁〕

議案第８５号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部を改正することについて 〔１９頁〕

議案第８６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

することについて 〔２３頁〕

議案第８７号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部

を改正することについて 〔３１頁〕

議案第８８号 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正することについて 〔３５頁〕

議案第８９号 広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正する

ことについて 〔４７頁〕

議案第９０号 広陵町公民館条例の一部を改正することについて

〔５１頁〕

議案第９１号 広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する

条例の一部を改正することについて 〔５５頁〕

議案第９２号 広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正

することについて 〔６１頁〕

議案第９３号 広陵町都市公園条例の一部を改正することに

ついて 〔６５頁〕



議案第９４号 広陵町地区計画区域内における建築物の制限

に関する条例の一部を改正することについて 〔６９頁〕

議案第９５号 令和４年度広陵町一般会計補正予算（第９号）

〔７５頁〕

議案第９６号 令和４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 〔１３９頁〕

議案第９７号 令和４年度広陵町水道事業会計補正予算

（第３号） 〔１５１頁〕

議案第９８号 町道の路線認定及び変更について

〔１６１頁〕

議案第９９号 指定管理者の指定について

〔１７７頁〕



議 案 第 ８ １ 号

広 陵 町 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例

の 制 定 に つ い て

広 陵 町 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 別 紙 の と お

り 制 定 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。

（用語）

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関す

る法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例

による。

（開示請求の手続）

第３条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほ

か、実施機関（町長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う町長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。）が

定める事項を記載することができる。

（開示決定等の期限の特例）

第４条 実施機関が開示決定等をする場合における法第８３条第１

項の規定の適用については、同項中「３０日以内」とあるのは「起

算して１５日以内」とし、法第８４条の規定の適用については、

同条中「６０日以内」とあるのは「起算して４５日以内」と、「同

条第１項」とあるのは「広陵町個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和４年１２月広陵町条例第 号）第４条の規定により

読み替えて適用される前条第１項」とする。

（開示請求に係る手数料等）

第５条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手

数料の額は、次のとおりとする。

(1) 本町に住民登録をしている者 無料

(2) 前号に掲げる者以外のもの １件につき２００円
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２ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等

行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に

要する費用を負担しなければならない。

（諮問）

第６条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、

個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意

見を聴くことが特に必要であると認めるときは、広陵町情報公開

・個人情報保護審査会設置条例（平成１７年３月広陵町条例第６

号）第２条に規定する広陵町情報公開・個人情報保護審査会に諮

問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めよ

うとする場合

(3) 前２号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに

関する運用上の細則を定めようとする場合

（運用状況の公表）

第７条 町長は、毎年１回、実施機関における法及びこの条例の運

用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、実施機関が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（広陵町個人情報保護条例の廃止）

２ 広陵町個人情報保護条例（平成１７年３月広陵町条例第５号。

以下「旧条例」という。）は、廃止する。
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（旧条例の廃止に伴う経過措置）

３ この条例の施行の日前に旧条例の規定により行われた開示請求、

訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例

による。

４ この条例の施行の日前にした違反行為については、旧条例第４

６条から第５１条までの規定は、なおその効力を有する。

（広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条

例の一部改正）

５ 広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条

例（平成１８年６月広陵町条例第２号）の一部を次のように改正

する。

第１４条中「広陵町個人情報保護条例（平成１７年３月広陵町

条例第５号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）」に改める。

（広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正）

６ 広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を次のよ

うに改正する。

第１条及び第２条を次のように改める。

（趣旨）

第１条 この条例は、広陵町情報公開・個人情報保護審査会の設

置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとす

る。

（設置）

第２条 次に掲げる事務を行うため、町に、広陵町情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。

(1) 広陵町情報公開条例（平成１２年１２月広陵町条例第７号）

第１５条第１項及び第１６条第１項の規定による諮問に応じ

審査請求について調査審議すること。
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(2) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による

諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 広陵町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年１

２月広陵町条例第 号）第６条の規定による諮問に応じ調

査審議すること。

(4) 広陵町議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年１２

月広陵町条例第 号）第４５条の規定による諮問に応じ審

査請求について調査審議すること。

(5) 広陵町議会の個人情報の保護に関する条例第５０条の規定

による諮問に応じ調査審議すること。

第６条第１項中「第２条第１項第１号又は第７号」を「第２条

第１号、第２号又は第４号」に、「情報公開条例」を「広陵町情

報公開条例」に、「及び個人情報保護条例第１９条第１項、第２

８条第１項及び第３４条第１項」を「並びに個人情報の保護に関

する法律第８３条第１項、第９４条第１項及び第１０２条第１項

並びに広陵町議会の個人情報の保護に関する条例第２５条第１項、

第３５条第１項及び第４２条第１項」に改める。

（広陵町債権管理条例の一部改正）

７ 広陵町債権管理条例（平成２７年３月広陵町条例第２７号）の

一部を次のように改正する。

第６条第１項中「広陵町個人情報保護条例（平成１７年３月広

陵町条例第５号）」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）」に改める。
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議 案 第 ８ ２ 号

広 陵 町 企 業 版 ふ る さ と 納 税 基 金 条 例 の 制 定 に

つ い て

広 陵 町 企 業 版 ふ る さ と 納 税 基 金 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す

る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町企業版ふるさと納税基金条例

（設置）

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２

号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業（以下「事業」

という。）の資金に充てるため、広陵町企業版ふるさと納税基金

（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業の経費に充てるために法人から寄附された寄附金の額

(2) 一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実か

つ有利な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証

券に代えることができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の設

置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に

編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し

の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰

り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、そ

の全部又は一部を処分することができる。

－ 9 －



（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事

項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ８ ３ 号

広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部

を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 ９

月 広 陵 町 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する

条例

第１条 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年９

月広陵町条例第５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６

７．５」に改める。

第２条 広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６

５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の広陵町議会議員の議員報酬等に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和４年

１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定

に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期

末手当の内払とみなす。
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議 案 第 ８ ４ 号

特 別 職 の 職 員 で 常 勤 の も の の 給 与 及 び 旅 費 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

特 別 職 の 職 員 で 常 勤 の も の の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ３ １ 年 １ ０ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ ９ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と

お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例

第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（昭和３１年１０月広陵町条例第２９号）の一部を次のように改

正する。

第６条ただし書中「１００分の１５２．５」を「１００分の１

５７．５」に改める。

第２条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を次のように改正する。

第６条ただし書中「１００分の１５７．５」を「１００分の１

５５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与

及び旅費に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定

は、令和４年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の

規定による期末手当の内払とみなす。
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議 案 第 ８ ５ 号

教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ３ ６ 年 １ ０ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ １ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と

お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例

第１条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

（昭和３６年１０月広陵町条例第２１号）の一部を次のように改

正する。

第２条第４項ただし書中「１００分の１６０」を「１００分の

１６５」に改める。

第２条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を次のように改正する。

第２条第４項ただし書中「１００分の１６５」を「１００分の

１６２．５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定

は、令和４年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の

規定による期末手当の内払とみなす。
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議 案 第 ８ ６ 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る こ と に つ い て

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 ８ 月 広 陵 町

条 例 第 １ ９ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由

－ 23 －



－ 24 －



一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年８月広陵町

条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１６条第２項第１号中「１００分の９５」を「１００分の１

０５」に改め、同項第２号中「１００分の４５」を「１００分の

５０」に改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

給料表

職員 職務 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
の区 の級
分

号給 給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額

再任 円 円 円 円 円 円 円
用以 1 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900
外の
職員 2 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500

3 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900

4 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500

5 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400

6 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900

7 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200

8 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700

9 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100

10 160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800

11 161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400

12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100

13 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500

14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800
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15 167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000

16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400

17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200

18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200

19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100

20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900

21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800

22 177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600

23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400

24 182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300

25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100

26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600

27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100

28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700

29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300

30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600

31 195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900

32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100

33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300

34 199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600

35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900

36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100

37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300

38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100

39 206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900

40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700

41 209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300
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42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000

43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700

44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400

45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200

46 215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000

47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400

48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100

49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600

50 220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000

51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400

52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800

53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200

54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600

55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000

56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300

57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600

58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000

59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300

60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600

61 229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900

62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100

63 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400

64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700

65 231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000

66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300

67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600

68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900
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69 234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100

70 235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400

71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700

72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000

73 237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200

74 237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500

75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800

76 238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000

77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200

78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500

79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800

80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000

81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200

82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500

83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800

84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000

85 243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200

86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300

87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800

89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000

90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600

92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000

94 294,900 342,600

95 295,200 343,100
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96 295,600 343,500

97 295,800 343,700

98 296,100 344,100

99 296,500 344,500

100 296,900 344,800

101 297,100 345,100

102 297,400 345,500

103 297,800 345,900

104 298,100 346,300

105 298,300 346,800

106 298,600 347,200

107 299,000 347,600

108 299,300 348,000

109 299,500 348,500

110 299,900 348,900

111 300,300 349,200

112 300,600 349,500

113 300,800 350,000

114 301,000

115 301,300

116 301,700

117 301,900

118 302,100

119 302,400

120 302,700

121 303,100

122 303,300
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123 303,600

124 303,900

125 304,200

再任 187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800
用職
員

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。

第１６条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の

１００」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分

の４７．５」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例

（以下「第１条改正後の条例」という。）別表第１の規定は令和

４年４月１日から、第１条改正後の条例第１６条の規定は同年１

２月１日から適用する。

（給与の内払）

３ 第１条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条

の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に

基づいて支給された給与は、第１条改正後の条例の規定による給

与の内払とみなす。
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議 案 第 ８ ７ 号

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る こ と に つ い て

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ８ 年 １ ２

月 広 陵 町 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条

例

一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成２８年１２月広陵

町条例第６号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項の表１の項中「３７５，０００」を「３７６，００

０」に改める。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正

後の一般職の任期付職員の採用に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）の規定は、令和４年４月１日から適用する。

（給与の内払）

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規

定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定

に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の

内払とみなす。
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議 案 第 ８ ８ 号

広 陵 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例

（ 令 和 元 年 ９ 月 広 陵 町 条 例 第 ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改

正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

第１条 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和元年９月広陵町条例第６号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

給料表

職務の級 １級 ２級

号給 給料月額 給料月額

円 円
１ １４６，１００ １９５，５００

２ １４７，２００ １９７，３００

３ １４８，４００ １９９，１００

４ １４９，５００ ２００，９００

５ １５０，６００ ２０２，４００

６ １５１，７００ ２０４，２００

７ １５２，８００ ２０６，０００

８ １５３，９００ ２０７，８００

９ １５４，９００ ２０９，４００

１０ １５６，３００ ２１１，２００

１１ １５７，６００ ２１３，０００

１２ １５８，９００ ２１４，８００

１３ １６０，１００ ２１６，２００

１４ １６１，６００ ２１８，０００

１５ １６３，１００ ２１９，７００

１６ １６４，７００ ２２１，５００

１７ １６５，９００ ２２３，２００
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１８ １６７，４００ ２２４，９００

１９ １６８，９００ ２２６，５００

２０ １７０，４００ ２２８，１００

２１ １７１，７００ ２２９，５００

２２ １７４，４００ ２３１，２００

２３ １７７，０００ ２３２，８００

２４ １７９，６００ ２３４，４００

２５ １８２，２００ ２３５，４００

２６ １８３，９００ ２３６，９００

２７ １８５，５００ ２３８，３００

２８ １８７，２００ ２３９，５００

２９ １８８，７００ ２４０，７００

３０ １９０，４００ ２４１，９００

３１ １９２，２００ ２４２，９００

３２ １９３，９００ ２４４，１００

３３ １９５，５００ ２４５，４００

３４ １９６，９００ ２４６，４００

３５ １９８，４００ ２４７，６００

３６ １９９，９００ ２４８，９００

３７ ２０１，２００ ２４９，８００

３８ ２０２，５００ ２５１，１００

３９ ２０３，７００ ２５２，３００

４０ ２０５，０００ ２５３，６００

４１ ２０６，３００ ２５５，０００

４２ ２０７，６００ ２５６，４００

４３ ２０８，９００ ２５７，６００

４４ ２１０，２００ ２５８，８００
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４５ ２１１，３００ ２６０，０００

４６ ２１２，６００ ２６１，２００

４７ ２１３，９００ ２６２，５００

４８ ２１５，２００ ２６３，６００

４９ ２１６，３００ ２６４，７００

５０ ２１７，４００ ２６５，８００

５１ ２１８，４００ ２６７，１００

５２ ２１９，５００ ２６８，４００

５３ ２２０，６００ ２６９，４００

５４ ２２１，６００ ２７０，５００

５５ ２２２，５００ ２７１，８００

５６ ２２３，５００ ２７３，１００

５７ ２２３，８００ ２７４，０００

５８ ２２４，６００ ２７５，０００

５９ ２２５，４００ ２７５，９００

６０ ２２６，１００ ２７７，０００

６１ ２２６，８００ ２７８，１００

６２ ２２７，８００ ２７９，１００

６３ ２２８，６００ ２８０，０００

６４ ２２９，４００ ２８１，０００

６５ ２３０，１００ ２８１，５００

６６ ２３０，８００ ２８２，４００

６７ ２３１，７００ ２８３，１００

６８ ２３２，７００ ２８４，０００

６９ ２３３，４００ ２８５，０００

７０ ２３４，０００ ２８５，８００

７１ ２３４，５００ ２８６，６００
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７２ ２３５，２００ ２８７，４００

７３ ２３６，０００ ２８８，２００

７４ ２３６，６００ ２８８，７００

７５ ２３７，２００ ２８９，１００

７６ ２３７，７００ ２８９，６００

７７ ２３８，４００ ２８９，８００

７８ ２３９，１００ ２９０，１００

７９ ２３９，８００ ２９０，３００

８０ ２４０，３００ ２９０，７００

８１ ２４０，８００ ２９０，９００

８２ ２４１，５００ ２９１，１００

８３ ２４２，２００ ２９１，５００

８４ ２４２，９００ ２９１，８００

８５ ２４３，５００ ２９２，１００

８６ ２４４，２００ ２９２，４００

８７ ２４４，９００ ２９２，７００

８８ ２４５，６００ ２９３，１００

８９ ２４６，１００ ２９３，４００

９０ ２４６，６００ ２９３，８００

９１ ２４６，９００ ２９４，１００

９２ ２４７，３００ ２９４，５００

９３ ２４７，６００ ２９４，７００

９４ ２９４，９００

９５ ２９５，２００

９６ ２９５，６００

９７ ２９５，８００

９８ ２９６，１００
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９９ ２９６，５００

１００ ２９６，９００

１０１ ２９７，１００

１０２ ２９７，４００

１０３ ２９７，８００

１０４ ２９８，１００

１０５ ２９８，３００

１０６ ２９８，６００

１０７ ２９９，０００

１０８ ２９９，３００

１０９ ２９９，５００

１１０ ２９９，９００

１１１ ３００，３００

１１２ ３００，６００

１１３ ３００，８００

１１４ ３０１，０００

１１５ ３０１，３００

１１６ ３０１，７００

１１７ ３０１，９００

１１８ ３０２，１００

１１９ ３０２，４００

１２０ ３０２，７００

１２１ ３０３，１００

１２２ ３０３，３００

１２３ ３０３，６００

１２４ ３０３，９００

１２５ ３０４，２００
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第２条 広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

給料表

職務の級 １級 ２級

号給 給料月額 給料月額

円 円
１ １５０，１００ １９８，５００

２ １５１，２００ ２００，３００

３ １５２，４００ ２０２，１００

４ １５３，５００ ２０３，９００

５ １５４，６００ ２０５，４００

６ １５５，７００ ２０７，２００

７ １５６，８００ ２０９，０００

８ １５７，９００ ２１０，８００

９ １５８，９００ ２１２，４００

１０ １６０，３００ ２１４，２００

１１ １６１，６００ ２１６，０００

１２ １６２，９００ ２１７，８００

１３ １６４，１００ ２１９，２００

１４ １６５，６００ ２２１，０００

１５ １６７，１００ ２２２，７００

１６ １６８，７００ ２２４，５００

１７ １６９，８００ ２２６，１００

１８ １７１，２００ ２２７，８００

１９ １７２，６００ ２２９，４００

２０ １７４，０００ ２３０，９００

２１ １７５，３００ ２３２，２００
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２２ １７７，８００ ２３３，８００

２３ １８０，３００ ２３５，４００

２４ １８２，８００ ２３６，９００

２５ １８５，２００ ２３７，９００

２６ １８６，９００ ２３９，４００

２７ １８８，５００ ２４０，７００

２８ １９０，２００ ２４１，９００

２９ １９１，７００ ２４３，１００

３０ １９３，４００ ２４４，１００

３１ １９５，２００ ２４５，１００

３２ １９６，９００ ２４６，１００

３３ １９８，５００ ２４７，２００

３４ １９９，９００ ２４８，１００

３５ ２０１，４００ ２４９，０００

３６ ２０２，９００ ２５０，０００

３７ ２０４，２００ ２５０，９００

３８ ２０５，５００ ２５２，２００

３９ ２０６，７００ ２５３，４００

４０ ２０８，０００ ２５４，７００

４１ ２０９，３００ ２５６，０００

４２ ２１０，６００ ２５７，４００

４３ ２１１，９００ ２５８，６００

４４ ２１３，２００ ２５９，８００

４５ ２１４，３００ ２６０，９００

４６ ２１５，６００ ２６２，１００

４７ ２１６，９００ ２６３，４００

４８ ２１８，２００ ２６４，５００

４９ ２１９，２００ ２６５，６００

－ 43 －



５０ ２２０，３００ ２６６，６００

５１ ２２１，３００ ２６７，８００

５２ ２２２，３００ ２６８，９００

５３ ２２３，３００ ２６９，９００

５４ ２２４，２００ ２７０，９００

５５ ２２５，１００ ２７２，０００

５６ ２２６，０００ ２７３，１００

５７ ２２６，３００ ２７４，０００

５８ ２２７，１００ ２７５，０００

５９ ２２７，８００ ２７５，９００

６０ ２２８，５００ ２７７，０００

６１ ２２９，２００ ２７８，１００

６２ ２３０，０００ ２７９，１００

６３ ２３０，７００ ２８０，０００

６４ ２３１，３００ ２８１，０００

６５ ２３１，９００ ２８１，５００

６６ ２３２，５００ ２８２，４００

６７ ２３３，１００ ２８３，１００

６８ ２３３，８００ ２８４，０００

６９ ２３４，５００ ２８５，０００

７０ ２３５，１００ ２８５，８００

７１ ２３５，６００ ２８６，６００

７２ ２３６，３００ ２８７，４００

７３ ２３７，０００ ２８８，２００

７４ ２３７，６００ ２８８，７００

７５ ２３８，２００ ２８９，１００

７６ ２３８，７００ ２８９，６００

７７ ２３９，３００ ２８９，８００
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７８ ２４０，０００ ２９０，１００

７９ ２４０，７００ ２９０，３００

８０ ２４１，２００ ２９０，７００

８１ ２４１，７００ ２９０，９００

８２ ２４２，３００ ２９１，１００

８３ ２４２，９００ ２９１，５００

８４ ２４３，４００ ２９１，８００

８５ ２４３，９００ ２９２，１００

８６ ２４４，５００ ２９２，４００

８７ ２４５，１００ ２９２，７００

８８ ２４５，６００ ２９３，１００

８９ ２４６，１００ ２９３，４００

９０ ２４６，６００ ２９３，８００

９１ ２４６，９００ ２９４，１００

９２ ２４７，３００ ２９４，５００

９３ ２４７，６００ ２９４，７００

９４ ２９４，９００

９５ ２９５，２００

９６ ２９５，６００

９７ ２９５，８００

９８ ２９６，１００

９９ ２９６，５００

１００ ２９６，９００

１０１ ２９７，１００

１０２ ２９７，４００

１０３ ２９７，８００

１０４ ２９８，１００

１０５ ２９８，３００
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１０６ ２９８，６００

１０７ ２９９，０００

１０８ ２９９，３００

１０９ ２９９，５００

１１０ ２９９，９００

１１１ ３００，３００

１１２ ３００，６００

１１３ ３００，８００

１１４ ３０１，０００

１１５ ３０１，３００

１１６ ３０１，７００

１１７ ３０１，９００

１１８ ３０２，１００

１１９ ３０２，４００

１２０ ３０２，７００

１２１ ３０３，１００

１２２ ３０３，３００

１２３ ３０３，６００

１２４ ３０３，９００

１２５ ３０４，２００

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の規定は、令和２年４月１日から適用す

る。
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議 案 第 ８ ９ 号

広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正すること

に つ い て

広 陵 町 学 校 給 食 費 徴 収 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 １

６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町学校給食費徴収条例の一部を改正する条例

広陵町学校給食費徴収条例（平成６年３月広陵町条例第１６号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表小学校の項中「４，２００円」を「４，６００円」に

改める。

第４条中「教育委員会において」を「教育長が」に改める。

附則に次の１項を加える。

（令和５年度における学校給食費の徴収の特例）

３ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に広陵町立

小学校で実施する学校給食における学校給食費の徴収に係る第３

条の規定の適用については、同条中「月額」とあるのは、「月額

４，２００円」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第４条

の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第２条の規定は、令和５年４月１日以

後に実施する学校給食に係る学校給食費の徴収について適用し、

同日前に実施した学校給食に係る学校給食費の徴収については、

なお従前の例による。
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議 案 第 ９ ０ 号

広陵町公民館条例の一部を改正することについて

広 陵 町 公 民 館 条 例 （ 昭 和 ４ ８ 年 ７ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ ６ 号 ）

の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町公民館条例の一部を改正する条例

広陵町公民館条例（昭和４８年７月広陵町条例第２６号）の一部

を次のように改正する。

第４条の表位置の欄中「広陵町大字平尾５１２番地５」を「広陵

町大字平尾６１９番地１」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ９ １ 号

広 陵 町 立 テ ニ ス コ ー ト の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 立 テ ニ ス コ ー ト の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成

６ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 １ ３ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す

る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例（平成６年３

月広陵町条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第４条及び第５条を次のように改める。

（開場時間）

第４条 テニスコートの開場時間は、午前９時から午後５時まで（６

月１日から８月３１日までの間にあっては、午前８時から午後７

時まで）とする。ただし、広陵町教育委員会（以下「委員会」と

いう。）が必要と認めるときは、これを変更することができる。

（休場日）

第５条 テニスコートの休場日は、１２月２８日から翌年１月４日

までとする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、

休場日を変更し、又は別に休場日を定めることができる。

第１０条を第１４条とする。

第９条中「第６条第１項」を「第１０条第１項」に改め、「指定

管理者」と」の次に「、第５条から第９条まで及び別表中「委員会」

とあるのは「指定管理者」と」を加え、同条を第１３条とする。

第８条中「第６条第１項」を「第１０条第１項」に改め、同条を

第１２条とし、第７条を第１１条とし、第６条を第１０条とする。

第５条の次に次の４条を加える。

（使用の許可）

第６条 テニスコートを使用しようとする者又は団体は、あらかじ

め委員会の許可を受けなければならない。

２ 委員会は、テニスコートの使用を許可するときは、管理上必要

な条件を付すことができる。
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３ 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコー

トの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる

とき。

(2) テニスコートの施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれ

があると認められるとき。

(3) 広陵町暴力団排除条例（平成２３年１２月広陵町条例第８号）

第２条第１号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 同一の者又は団体が連続して４日以上テニスコートを使用す

ることとなるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他委員会が適当でないと認めるとき。

（使用許可の取消し等）

第７条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の

許可を与えた後において当該許可を取り消し、又はその使用を停

止することができる。

(1) 前条第３項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 当該許可に係る使用の条件に違反したとき。

（使用料）

第８条 第６条第１項の許可を受けた者又は団体は、別表に定める

広陵町立テニスコート使用料（消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定による地方消費税を含む。以下「使用料」という。）

を当該許可を受けた際に納付しなければならない。

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由が

あると認めたときは、この限りでない。
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（使用料の減免）

第９条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料

を減額し、又は免除することができる。

(1) 本町又は委員会若しくは広陵町スポーツ協会が主催する行事

のために使用するとき。

(2) その他委員会が特別の理由があると認めるとき。

別表中「第５条」を「第８条」に、「当り」を「当たり」に改め、

同表に次のように加える。

備考 テニスコートを使用しようとする者又は団体に町内に住所

を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内に事

業所を有する者及び当該事業所における事業に専従する者並び

に町内の幼稚園、保育所若しくは認定こども園又は学校に在籍

する者以外の者が含まれる場合の使用料の額は、委員会が認め

る場合及び別に定めがある場合を除き、この表に掲げる額に１

００分の２００を乗じて得た額とする。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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議 案 第 ９ ２ 号

広 陵 町 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育

事 業 の 利 用 者 負 担 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る こ と に つ い て

広 陵 町 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 利 用

者 負 担 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 広 陵 町 条 例 第 １ ４

号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の一部を改正する条例

広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

等に関する条例（平成２６年１２月広陵町条例第１４号）の一部を

次のように改正する。

第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１

条を加える。

（一時預かり利用料）

第６条 町長は、法第５９条第１０号に規定する一時預かり事業を

利用する保護者から、町長が規則で定める一時預かり利用料を徴

収する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（広陵町立認定こども園条例の一部改正）

２ 広陵町立認定こども園条例（平成２９年３月広陵町条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第９条第３項中「町長が別に定める」を「利用者負担条例第６

条に規定する」に改める。
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議 案 第 ９ ３ 号

広陵町都市公園条例の一部を改正することについて

広 陵 町 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 ５ １ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 ７ 号 ）

の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町都市公園条例の一部を改正する条例

第１条 広陵町都市公園条例（昭和５１年３月広陵町条例第７号）

の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

（都市公園の設置並びに区域の変更及び廃止）

第２条 町が設置する都市公園（以下「都市公園」という。）は、

別表第１のとおりとする。

２ 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公

園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域（都市

公園を廃止する場合を除く。）その他必要と認める事項を公示

しなければならない。

別表第１広陵交通公園の項を削る。

別表第１の２広陵町交通教室の項を削る。

別表第３広陵町交通教室の項を削る。

第２条 広陵町都市公園条例の一部を次のように改正する。

別表第３を次のように改める。

別表第３（第９条関係）

有料公園施設を使用しようとする場合

名称 単位 金額

テニスコート １面１時間につき ５００円

備考 有料公園施設を使用しようとする者に町内に住所を有す

る者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内に事業所

を有する者及び当該事業所における事業に専従する者並びに

町内の幼稚園、保育所若しくは認定こども園又は学校に在籍

する者以外の者が含まれる場合の有料公園施設の使用料の額

は、町長が認める場合及び別に定めがある場合を除き、この

表に掲げる額に１００分の２００を乗じて得た額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。
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議 案 第 ９ ４ 号

広 陵 町 地 区 計 画 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 地 区 計 画 区 域 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ２ １ 年 ８ 月 広 陵 町 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り

改 正 す る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例

広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成

２１年８月広陵町条例第５号）の一部を次のように改正する。

第６条（見出しを含む。）中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

別表第１に次のように加える。

竹取公園西地区 都市計画法第２０条第１項の規定によ
地区整備計画区 り告示された令和４年１１月２日広陵町
域 告示第５９号に定める大和都市計画竹取

公園西地区地区計画の区域のうち、地区
整備計画が定められた区域

別表第２安部地区地区整備計画区域の部全区域の款建築物の建ぺ

い率の最高限度の項及び馬見南３丁目地区地区整備計画区域の部低

層一戸建住宅地区の款建築物の建ぺい率の最高限度の項中「建ぺい

率」を「建蔽率」に改め、同表に次のように加える。

竹取公園 全区域 建築物 次の各号に掲げる建築物以
西地区地 の用途 外の建築物は建築してはなら
区整備計 の制限 ない。
画区域 (1) 靴下の製造又は販売に

関連する工場、倉庫、店
舗又は事務所

(2) 靴下の展示場又は博物
館でその用途に供する部
分の床面積の合計が１，
５００平方メートル以内
のもの（３階以上の部分
をその用途に供するもの
を除く。）

(3) 別表第４に定める数量
を超えない危険物の貯蔵
又は処理に供するもの

(4) 農産物の生産、集荷、
処理又は貯蔵に供するも
の （ 建 築 基 準 法 施 行 令
第１３０条の９の３に規
定するものを除く。）

(5) 農業の生産資材の貯蔵
に供するもの

(6) 前各号の建築物に附属
するもの
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建築物 １０分の１５

の容積

率の最

高限度

建築物 １０分の５

の建蔽

率の最

高限度

建築物 １，０００平方メートル

の敷地

面積の

最低限

度

壁面位 建築物の外壁又はこれに代

置の制 わる柱の面から、敷地境界線

限 までの距離は、次の各号に掲

げる区分に従い、当該各号に

定める数値以上でなければな

らない。ただし、本地区計画

の都市計画決定の際現に存す

る建築物については、この限

りでない。

(1) 道路の境界線 １．５

メートル

(2) その他の隣地境界線

１．０メートル

建築物 建築物の高さは、次の各号

の高さ に掲げる区分に従い、当該各

の最高 号に定める数値を超えてはな

限度 らない。

(1) 道路の境界線から５メ

ートル以下の距離にある

建築物の部分 １０メー

トル

(2) 前号に掲げる建築物の

部分以外の部分 １３メ

ートル
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別表第３中「別表第３」を「別表第３（別表第２関係）」に改め、

同表の次に次の１表を加える。

別表第４（別表第２関係）

消防法第２条第７項に規定する危険物

危険物の種類 数量

消防法第２条 種類 品名 性質 ２，０００
第７項に規定 リットル
する危険物 第４類 第３石 非水溶性液

油類 体

備考 この表において、消防法第２条第７項に規定する危険物の

区分は、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６

号）別表第３の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名

及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ９ ５ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９ 号 ）

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９ 号 ） は 、 次 に 定

め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １

７ ４ ， ８ ０ ６ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ １ ４ ， ６ ０ ５ ， ５ ２ ５ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 、 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳

入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ２ 条 既 定 の 繰 越 明 許 費 の 追 加 は 、「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費

補 正 」 に よ る 。

（ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）

第 ３ 条 既 定 の 債 務 負 担 行 為 の 追 加 は 、「 第 ３ 表 債 務 負 担

行 為 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 ４ 条 既 定 の 地 方 債 の 変 更 は 、「 第 ４ 表 地 方 債 補 正 」 に

よ る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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第１ 補

金 1,669,313

正

1,562 1,670,875

17 寄附金 100,000 30,000 130,000

1 寄附金 100,000 30,000 130,0

表

歳

00

　

18 繰入

入

金 289,048 13

款

2,930 421,9

項

78

補

1 基金

正

繰入金 278,962

前

132,930 411

の

,892

予

19

　

算

諸収入 212,458

額

214 212,672

補正

5 雑入 19

予

9,586 214 19

算

9,800

額

2

計

0 町債 1,001,1

千

00 10,100 1,

円

011,200

歳

千円

1 町債 1,001

千

,100 10,100

円

1,011,200

歳　　　入　　　合　　　計 14,430,719 174,806 14,605,525

入

14 国庫支出金 2,7

歳

38,208 1,56

出

2 2,739,770

予算

2 国庫補助
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出

4 幼稚園費 339,274 33,814 373,088

5 社会教育費 273,727 8,231 281,958

6

2

保健体育費 60,93

款

総

0 △5,324 55,

務

606

費 1,950,6

項

50 76,172 2,

補

026,822

正前

1 総務管理費 1,

の

685,255 80,

予

005 1,765,2

算

60

額

2 徴税

補

費 152,366 39

正

1 152,757

予算

3 戸籍住民基本

額

台帳費 78,615 △

計

1,680 76,93

千

5

円

4 選挙費

千

32,857 △2,5

円

44 30,313

千円

3 民生費 5,438,652 14,081 5,452,733

1 社会福祉費 2,937,154 △5,240 2,93

1

1,914

議会

2 児童福祉費 2,50

費

1,498 19,32

1

1 2,520,819

20

4 衛生費 1,

,

604,025 29,

2

414 1,633,4

3

39

9

1 保健

4

衛生費 606,240

7

△4,138 602,

7

102

1

2 清

2

掃費 997,785 3

0

3,552 1,031

,

,337

7

5 農

1

商工費 430,385

6

7,804 438,189

1 農業費 182,798 7,190 189,988

2 商工費 247,587 614 248,201

6 土木費 1,618,060 △4,066 1,613,994

1 土木管理費 92,973 8,292

1

101,265

議会

2 道路橋りょう費

費

831,849 2,8

1

40 834,689

2

歳

0

4 都市計画費

,

241,954 △15

2

,198 226,75

3

6

9

8 教育費 1

4

,385,314 50

7

,826 1,436,

7

140

1

1 教

2

育総務費 364,04

　

0

3 △14,384 34

,

9,659

71

2 小学校費 236,4

6

67 22,720 259,187

3 中学校費 110,873 5,769 116,642
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補正

歳　　　出　　　合　

前

　　計 14,430,

の

719 174,806

予

14,605,525

算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

11 諸支出金 427,132 98 427,230

1 特別会計繰出金

款

420,731 98 4

項

20,829
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第２表　繰越明許費補正

１ 追 加

事      業 金    額

千円

8 教育費 4 幼稚園費 広陵西第二幼稚園解体事業 48,500

款 項
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第３表　債務負担行為補正

１ 追 加

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　度　　　額

千円

公共交通運行事業 令和５年度 23,000

はしお元気村空調設備等更新事業
（ＥＳＣＯ事業）

令和５年度 70,000

保育園等給食調理業務委託
令和５年度～
令和７年度

108,900

小中学校ＬＥＤ化事業
（ＥＳＣＯ事業）

令和５年度 126,000

図書館ＬＥＤ化事業
（ＥＳＣＯ事業）

令和５年度 17,400
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第４表　地方債補正

１ 変 更

限度額
起債の
方法

利  率 償還の方法 限度額
起債の
方法

利  率 償還の方法

千円 千円

庁舎 空 調 機器
更 新 等 事 業
(ＥＳＣＯ事業)

135,000
普通貸借
又は証券
発行

3.0％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、
銀行その他
の場合はそ
の債権者と
の協定によ
る。ただ
し、財政の
都合により
繰上償還又
は低利に借
換えするこ
とができ
る。

143,900
普通貸借
又は証券
発行

3.0％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、
銀行その他
の場合はそ
の債権者と
の協定によ
る。ただ
し、財政の
都合により
繰上償還又
は低利に借
換えするこ
とができ
る。

町道 整 備 事業 325,700 同上 同上 同上 326,900 同上 同上 同上

起債の目的
補　　正　　前 補　　正　　後
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歳入 別

寄附金 100,000

明

30,000 130,

細

000

書

18 繰入金 2

１

89,048 132,

　

930 421,978

総　

19 諸収入 212,

括

458 214 212,672

歳

20 町債 1,001,100 10,100 1,011,200

歳　　　入　　　合　　　計 14,430,719 174,

(

806 14,605,

歳

525

　

出

入)

款 補正前の予算額

補

補正予算額 計

千円 千円

正

千円

14 国

予

庫支出金 2,738,

算

208 1,562 2,

事

739,770

項

17
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3

出

民生費 5,438,6

)

52 14,081 5,

款

452,733

補

4 衛

正

生費 1,604,02

前

5 29,414 1,6

の

33,439

予

5 農商

算

工費 430,385 7

額

,804 438,18

補

9

正

6 土木費 1,61

予

8,060 △4,06

算

6 1,613,994

額 計

8 教育費 1,385

千

,314 50,826

円

1,436,140

千円

11 諸支出金 427,

千

132 98 427,2

円

30

歳　　　出　　　合　　　計 14,430,719 174,806 14,605,525

1 議会費 120,239 477 120,716

2 総務費 1,950,

(

650 76,172 2

歳

,026,822

－ 84 －



　

円 千円

47

　

7

正

8,900 67,

　

272

　

14,081

予　

29,414

　

16

算

1 7,643

　

1,5

　

62 1,200 △6,

額

828

　

50,826

　の

98

　

1,562 1

　

0,100 161 16

財

2,983

　　源　　内　　訳

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　

補

　の　　他

千円 千円 千

－ 85 －



２ 歳

計 1,669,313

（

1,562 1,670

款

,875

）

（款） １７ 寄附金

１

（項） 　１ 寄附金

４

1

国

総務費寄附金 100,

庫

000 30,000 1

支

30,000

出

計 10

　

金

0,000 30,00

（

0 130,000

項

（款） １

）

８ 繰入金

（項） 　１ 基

　

金繰入金

２

1 財政調整

国

基金繰入金 216,5

庫

79 132,930 3

補

49,509

助

入

金

計 278,962

目

132,930 411

補

,892

正

（款） １９ 諸収入

前

（項） 　５ 雑入

の

2 雑

予

入 195,803 21

算

4 196,017

額

計

補

199,586 214

正

199,800

予

（款） ２０

算

町債

（項） 　１ 町債

額 計

2 総務債 154,30

千

0 8,900 163,

円

200

千

6 土木債 55

円

5,100 1,200

千

556,300

円

5 土木費国庫補助金 601,037 1,562 602,599

－ 86 －



　

総務管理費寄附金 30

　

,000 みどりのふる

　

さと応援寄附金 30,

　

000

　　

1 財政調

　

整基金繰入 132,9

　

30 財政調整基金繰入

　

金 132,930

　

金

　　

1 雑入 2

　

14 多面的機能支払交

明

付金返還金 214

区　　

1 総務管理債 8,9

　

00 庁舎空調機器更新

分

等事業（ＥＳＣＯ事業

金

）債 8,900

　

1 道路橋

 

りょう債 1,200 町

額

道整備事業債 1,20

千

0

１４款　

円

国庫支出金　　１７款

千

　寄附金　　１８款　

円

繰入金　　１９款　諸収入　　２０款　町債

1 道路橋りょう費交 1,562 通学路対策事業補助金 1,562

節

付金

説　

1

－ 87 －



２０ 町債

（項） 　１ 町債

目 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

計 1,001,100 10,100 1,011,20

（

0

款）

－ 88 －



　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　 額

千円 千円

２０款　町債

節
説　

－ 89 －



３ 歳

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 議会費 120,239 477 120,716 477

（款）

　

　１ 議会費

（項） 　１

出

議会

計

費

120,239 477

目

120,716 477

補正

（款） 　２ 総務費

（項

前

） 　１ 総務管理費

の 補

1 一般

　

管理費 971,773

正

65,005 1,03

計

6,778 8,900

補

56,105

 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

－ 90 －



節

3 職員手当等

説

420 ・地域手当 2

　

・期末・勤勉手

　

当 417

2 地

　

域手当 2 ・時間外勤務

　

手当 1

4 共済

　

費 25

3 期末

　

・勤勉 417 ・共済組

　

合負担金 25

　

手当

　

5 時間外勤務 1

　

手当

　

4 共済費 25

　

1 共

　

済組合負 25

明

担金

区　

2 給料 12

　

,661 01 給与費 2

 

6,142

2

分

給料 12,661

金

2 一般職給 12,

　

661 ・一般職給 12

 

,661

額

3 職員手当等 8,4

千

61

3 職員手

円

当等 8,461 ・扶養

千

手当 628

・

円

地域手当 1,401

2

1 扶養手当 62

給

8 ・期末・勤勉手当 5

料

,321

・管

3

理職手当 1,330

2

2 地域手当 1,

0

401 ・時間外勤務手

1

当 468

・通

議

勤手当 △98

員

3 期末・勤勉 5,32

報

1 ・住居手当 860

酬

手当 ・児童手当

・

225

・退職

給

手当 △1,674

与

4 管理職手当 1,

費

330 4 共済費 5,0

4

20

・共済組

7

合負担金 5,020

7

　１款　議会費　　２款　総務費

2 給料 32

節

2 一般職給 32 ・一般

・

職給 32

細

3 職員手当等 420

－ 91 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　２ 総務費

（項） 　１ 総務管理費

目
補正前の 補　正

計

補 

2

正

財産管理費 559,7

 

95 15,000 57

予

4,795 15,00

 

0

算 額 の

計 1,6

 

85,255 80,0

財

05 1,765,26

 

0 8,900 71,1

源

05

 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 92 －



節

15,000

説

6 通勤手当 △98

　

14 庁舎管理費 2

　

3,863

9

　

住居手当 860 10 需

　

用費 3,733

　

・光熱水費 3,73

　

3

14 児童手

　

当 225 12 委託料 1

　

4,850

・

　

その他委託料 14,8

　

50

15 退職

　

手当 △1,674 庁舎

　

空調機器更新等事業（

　

ESCO事業） 14,

明

850

区

（アスベスト含有箇所

　

における対策工事費）

　

4 共済費 5,

 

020 17 備品購入費

分

5,280

・

金

管理備品 5,280

　

1 共済組合負 5

 

,020

担金

額

千

10 需用費 3,73

円

3

5

千

光熱水費 3,733

円

5

12 委託料 29,85

時

0

1

間

9 ふるさと納 15,0

外

00

税関係委

勤

託

料

務

35 その他委

4

託 14,850

6

料

8

17 備品購入費

0

5,280

8

2 管理備品 5,

一

280

般

24 積立金 15,

経

000 02 基金関係費

費

15,000

（

24 積立金 15,00

地

0

10 みどり

域

のふ 15,000 ・み

振

どりのふるさと応援基

興

金積立金 15,000

課

るさと応援

）

基金積立金

15

　２款　

,

総務費

000

節

手当 12 委託料 15

・

,000

・ふ

細

るさと納税関係委託料

－ 93 －



千円 千円 千円 千円 千円

1 税務総務費 101,0

（

11 391 101,4

款

02 391

） 　２ 総務費

（項） 　２ 徴税費

目
補正前の 補　正

計

補 正

計 15

 

2,366 391 15

予

2,757 391

 

（款

算

） 　２ 総務費

（項） 　

 

３ 戸籍住民基本台帳費

額 

1

の

戸籍住民基 78,61

 

5 △1,680 76,

財

935 △1,680

 

本台

源

帳費

 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円

－ 94 －



節

3 職員手当等 27

説

・扶養手当 △162

　

・地域手当 15

　

1 扶養手当 △

　

162 ・期末・勤勉手

　

当 1,003

　

・管理職手当 120

　

2 地域手当 15

　

・時間外勤務手当 △7

　

52

・通勤手

　

当 104

3 期

　

末・勤勉 1,003 ・

　

住居手当 △21

　

手当 ・児童手当 △2

　

80

4 共済費

明

67

4 管理職

区

手当 120 ・共済組合

　

負担金 67

　

5 時間外勤務 △

 

752

手当

分

6 通勤

金

手当 104

　

9 住居手当 △2

 

1

1

額

4 児童手当 △280

千円

4 共済費 67

千

1 共済組合負

円

67

担金

2 給料

2 給料 △624 01

2

給与費 △1,680

9

2 給料 △624

7

2 一般職給 △

0

624 ・一般職給 △6

1

24

3

給

職員手当等 △813

与

3 職員手当等 △

費

813 ・扶養手当 △1

3

80

・地域手

9

当 △48

1

　２款　総務費

2 給料 297

2 一般

節

職給 297 ・一般職給

・

297

細

3 職員手当等 27

－ 95 －



 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　２ 総務費

（項） 　３ 戸籍

計

住

78,615 △1,6

民

80 76,935 △1

基

,680

本

（款） 　２ 総

台

務費

（項） 　４ 選挙費

帳費

1

目

選挙管理委 8,863

補

△2,544 6,31

正

9 △2,544

前

員会費

の 補　正
計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の

－ 96 －



節

4 共済費 △243

説

3 期末・勤勉 △4

　

59 ・共済組合負担金

　

△243

手当

　

5 時

　

間外勤務 △100

　

手当

　

6 通勤手当 △26

　　

4 共済費 △243

　

1 共済

　

組合負 △243

　

担金

　　

2 給料 △

明

806 01 給与費 △2

区

,544

2 給

　

料 △806

2

　

一般職給 △806 ・一

 

般職給 △806

分

3 職員手当等

金

△1,367

　

3 職員手当等 △1,3

 

67 ・扶養手当 △39

額

6

・地域手当

千

△72

1 扶養

円

手当 △396 ・期末・

千

勤勉手当 △322

円

・時間外勤務手当

1

△372

2 地

扶

域手当 △72 ・通勤手

養

当 35

・児童

手

手当 △240

当

3 期末・勤勉 △322

△

4 共済費 △371

1

手当 ・共済組合負

8

担金 △371

0

5 時間外勤務

・

△372

手当

期

6 通

末

勤手当 35

・

　２款　総務

勤

費

勉手当 △459

・時間外勤務

節

手当 △100

・

2 地域手当 △48 ・通

細

勤手当 △26

－ 97 －



千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　２ 総

計 32,857

務

△2,544 30,3

費

13 △2,544

（

（款

項

） 　３ 民生費

（項） 　

）

１ 社会福祉費

　４

1 社会福祉

選

総 502,097 △9

挙

,407 492,69

費

0 △9,407

目

務費

補正前の 補　正
計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円

－ 98 －



節
説

2 給料 △6

　

,838 01 給与費 △

　

9,407

2

　

給料 △6,838

　

2 一般職給 △6,

　

838 ・一般職給 △6

　

,838

　

3 職員手当等 △63

　

7

3 職員手当

　

等 △637 ・扶養手当

　

△79

・地域

　

手当 △522

　

1 扶養手当 △79 ・期

　

末・勤勉手当 △61

明

・管理職手当 △

区

480

2 地域

　

手当 △522 ・時間外

　

勤務手当 8

・

 

通勤手当 △63

分

3 期末・勤勉 △61

金

・住居手当 670

　

手当 ・児童手当 △

 

110

4 共済

額

費 △1,932

千

4 管理職手当 △48

円

0 ・共済組合負担金 △

千

1,932

円

5 時間外勤務 8

1

手当

4

6 通勤手当 △

児

63

童

9 住居手当 670

手

14 児童

当

手当 △110

△

4 共済

2

費 △1,932

4

1 共済組合

0

負 △1,932

担金

　２款　総務費　　３款　民生費

4 共済費 △371

節

1 共済組

・

合負 △371

細

担金

－ 99 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

4 国民年金費 4,2

（

13 4,167 8,3

款

80 4,167

） 　３ 民生費

（項） 　１ 社会福祉費

目

計 2,937,154

補

△5,240 2,93

正

1,914 △5,24

前

0

の

（款） 　３ 民生費

（

補

項） 　２ 児童福祉費

　正

1 児

計

童福祉総 210,63

補

8 16,302 226

 

,940 16,302

正

務

 

費

予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 100 －



節

3 職員手当等 1,14

説

3

3 職員手当

　

等 1,143 ・地域手

　

当 139

・期

　

末・勤勉手当 977

　

2 地域手当 13

　

9 ・通勤手当 27

　

4 共済費 719

　

3 期末・勤勉 9

　

77 ・共済組合負担金

　

719

手当

　

6 通勤

　

手当 27

　

4 共済費 7

　

19

明

1 共済組合負 719

区

担金

　　

2 給

 

料 △2 01 給与費 15

分

2 給料 △2

金

2 一般職給 △2

　

・一般職給 △2

 

3 職員手当等

額

13

3 職員手

千

当等 13 ・期末・勤勉

円

手当 16

・時

千

間外勤務手当 9

円

3 期末・勤勉 16 ・

2

通勤手当 △12

給

手当 4 共済費 4

料

・共済組合負担金

2

4

5 時間外勤

,

務 9

手当 07

3

子育て世帯臨時特別給

0

付事業 16,287

5

22 償還金、利

0

子及び割引料 16,2

1

87

6 通勤手

給

当 △12 ・国庫補助金

与

返還金 16,287

費

子育て世

4

帯臨時特別給付金事業

,

返還金

4 共済

1

費 4

6

　３款　民生費

7

2 給料 2,305

節

2 一般職給 2,

・

305 ・一般職給 2,

細

305

－ 101 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　３ 民生費

3 保育所費 44

（

5,970 △1,78

項

9 444,181 △1

）

,789

　２ 児童福祉費

目
補正前の 補　正

計

補 正 予 算 

4 こ

額

ども園費 218,51

 

5 4,808 223,

の

323 4,808

 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 102 －



節

金 16,287

説

返還金

　

2 給料 △814

　

01 給与費 △1,78

　

9

2 給料 △8

　

14

2 一般職

　

給 △814 ・一般職給

　

△814

　

3 職員手当等 31

　

3 職員手当等 3

　

1 ・扶養手当 △169

　

・地域手当 △

　

72

1 扶養手

　

当 △169 ・期末・勤

　

勉手当 304

明

・時間外勤務手当 2

区

2 地域手当 △7

　

2 ・通勤手当 △92

　

・住居手当 29

 

3

3 期末・勤

分

勉 304 ・児童手当 △

金

235

手当 4

　

共済費 △1,006

 

・共済組合負担

額

金 △1,006

千

5 時間外勤務 2

円

手当

千

6 通勤手当 △92

円

9 住

1

居手当 293

共

14 児童手当

済

△235

組

4 共済費 △

合

1,006

負

1 共済組合負 △

4

1,006

担金

2 給料 2,507 01 給与費 4,808

2 給料 2,507

担

2 一般職給 2

金

,507 ・一般職給 2,507

3 職員手当等 547

3 職員手当等 547 ・扶養手当 △330

・地域手当 129

1 扶養手当 △330 ・期末・勤勉手当 1,293

　３款　民生費

22 償還金、利

節

子及 16,287

・

び割引料

細

12 国庫補助

－ 103 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　３ 民生費

（項） 　２ 児童福祉

計 2,501,

費

498 19,321 2

目

,520,819 19

補

,321

正

（款） 　４ 衛

前

生費

（項） 　１ 保健衛

の

生費

補　

1 保健衛生総 237

正

,906 △4,138

計

233,768 △4,

補

138

 

務費

正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 104 －



節

童手当 △280

説

4 共済費 1,754

　

5 時間外勤務

　

5 ・共済組合負担金 1

　

,754

手当

　

6 通

　

勤手当 △45

　

9 住居手当 △

　

225

　

14 児童手当 △28

　

0

　

4 共済費 1,75

　

4

1

　

共済組合負 1,754

　

担金

明

区

2

　

給料 △2,434 01

　

給与費 △4,138

 

2 給料 △2,4

分

34

2 一般職

金

給 △2,434 ・一般

　

職給 △2,434

 

3 職員手当

額

等 △1,354

千

3 職員手当等 △1,

円

354 ・扶養手当 △4

千

34

・地域手

円

当 △212

1

2

扶養手当 △434 ・期

地

末・勤勉手当 △870

域

・時間外勤務

手

手当 6

2 地域

当

手当 △212 ・通勤手

1

当 △65

・住

2

居手当 321

9

3 期末・勤勉 △870

・

・児童手当 △100

時

手当 4 共済費 △

間

350

・共済

外

組合負担金 △350

勤

5 時間外勤務 6

務

手当

手

　３款　民

当

生費　　４款　衛生費

5

・通勤手当 △45

節

3 期末・勤勉 1,

・

293 ・住居手当 △2

細

25

手当 ・児

－ 105 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　４ 衛生費

（項

計 606,240 △

）

4,138 602,1

　

02 △4,138

１

（款

保

） 　４ 衛生費

（項） 　

健

２ 清掃費

衛生

1 清掃総務費 2

費

84,690 1,38

目

8 286,078 1,

補

388

正前の 補　正
計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 106 －



節

1 共

説

済組合負 △350

　

担金

　　

2 給料

　

572 01 給与費 1,

　

388

2 給料

　

572

2 一般

　

職給 572 ・一般職給

　

572

　

3 職員手当等 642

　

3 職員手当等 6

　

42 ・扶養手当 △19

　

8

・地域手当

　

37

1 扶養手

明

当 △198 ・期末・勤

区

勉手当 △31

　

・管理職手当 240

　

2 地域手当 37

 

・時間外勤務手当 △4

分

0

・通勤手当

金

374

3 期末

　

・勤勉 △31 ・児童手

 

当 260

手当

額

4 共済費 174

千

・共済組合負担金 1

円

74

4 管理職

千

手当 240

円

5 時間外勤務 △

6

40

手当

通

6 通勤手

勤

当 374

手

14 児童手当 26

当

0

△

4 共済費 174

6

　４

5

款　衛生費

9 住居手当 321

節

14 児童手当 △10

・

0

細

4 共済費 △350

－ 107 －



千円 千円 千円 千円 千円

（款

2 塵芥

）

処理費 659,558

　

32,164 691,

４

722 32,164

衛生費

（項

計 997,

）

785 33,552 1

　

,031,337 33

２

,552

清

（款） 　５ 農

掃

商工費

（項） 　１ 農業

費

費

目
補

1 農業委員会 20,9

正

41 325 21,26

前

6 325

の

費

補　正
計

補 正 予 算 額 の 財

2 農業総

 

務費 30,298 6,

源

631 36,929 6

 

,631

内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円

－ 108 －



節

64

28 ごみ

説

処理関 32,164 ・

　

ごみ処理関係委託料 3

　

2,164

係

　

委託料 不燃物搬送処分

　

委託料 32,164

　　　

2 給料 24 01 給

　

与費 325

2

　

給料 24

2 一

　

般職給 24 ・一般職給

　

24

3

　

職員手当等 282

　

3 職員手当等 28

明

2 ・扶養手当 78

区

・地域手当 13

　

1 扶養手当 78

　

・期末・勤勉手当 71

 

・管理職手当

分

120

2 地域

金

手当 13 4 共済費 19

　

・共済組合負

 

担金 19

3 期

額

末・勤勉 71

千

手当

円

4 管理職手当 120

千円

4 共済費 19

1

1 共済組合負

共

19

担金

済

2 給料

組

3,536 01 給与費

合

6,631

2

負

給料 3,536

1

2 一般職給 3,53

7

6 ・一般職給 3,53

4

6

3 職員手当等 2,064

3 職員手当等 2,064 ・扶養手当 98

・地域手当

担

212

1 扶養

金

手当 98 ・期末・勤勉手当 1,533

　４款　衛生費　　５款　農商工費

12 委託料 32

節

,164 04 塵芥処理

・

費 32,164

細

12 委託料 32,1

－ 109 －



円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　５ 農商工費

（項

3 農

）

地費 63,827 73

　

63,900 73

１ 農業費

目
補正前の 補　正

計

補 正 予

5 地域農政推 66,1

 

57 161 66,31

算

8 161 0

 

進費

額 の 財

計 182,798

 

7,190 189,9

源

88 161 7,029

 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千

－ 110 －



節

手当

説

5 時間外勤務 2

　

21

手当

　

4

　

共済費 1,031

　

1 共済組

　

合負 1,031

　

担金

　

2 給料 22 01 給

　

与費 73

2 給

　

料 22

2 一般

　

職給 22 ・一般職給 2

　

2

3 職

　

員手当等 44

　

3 職員手当等 44 ・地

明

域手当 2

・期

区

末・勤勉手当 38

　

2 地域手当 2 ・時

　

間外勤務手当 4

 

4 共済費 7

分

3 期末・勤勉 38 ・共

金

済組合負担金 7

　

手当

 

5 時間外勤務 4

額

手当

千

4 共済費 7

円

1 共

千

済組合負 7

担

円

金

2

22 償還金、利子及 1

地

61 01 地域農政推進

域

費 161

び割

手

引料 22 償還金、利子

当

及び割引料 161

2

・県補助金返還金

1

161

14 県

2

補助金返 161 多面的

・

機能支払交付金返還金

時

還金

間外

　５款　農商

勤

工費

務手当 221

4 共済費 1,03

節

1

3 期末・勤

・

勉 1,533 ・共済組

細

合負担金 1,031

－ 111 －



円 千円 千円 千円 千円 千円

1 商工振興費 205,

（

745 614 206,

款

359 614

） 　５ 農商工費

（項） 　２ 商工費

目
補正前の 補　正

計

補 

計 2

正

47,587 614 2

 

48,201 614

予

（

 

款） 　６ 土木費

（項）

算

　１ 土木管理費

 額

1 土木総

 

務費 92,973 8,

の

292 101,265

 

8,292

財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千

－ 112 －



節

1,512

3

説

職員手当等 1,512

　

・扶養手当 576

　

・地域手当 2

　

1 扶養手当 576

　

・期末・勤勉手当 42

　

1

・管理職手

　

当 540

2 地

　

域手当 2 ・時間外勤務

　

手当 △107

　

・通勤手当 68

　

3 期末・勤勉 421

　

・住居手当 △28

　

手当 ・児童手当 4

　

0

4 共済費 △

明

17

4 管理職

区

手当 540 ・共済組合

　

負担金 △17

　

5 時間外勤務

 

△107

手当

分

6 通

金

勤手当 68

　

9 住居手当 △2

 

8

1

額

4 児童手当 40

千

4 共

円

済費 △17

千

1 共済組合負 △

円

17

担金

2 給料

2 給料 3,068 0

△

1 給与費 8,292

8

2 給料 3,06

8

8

2 一般職給

1

3,068 ・一般職給

0

3,068

1

3 職員手当等 4,

給

145

3 職員

与

手当等 4,145 ・扶

費

養手当 297

6

・地域手当 277

1

　５款

4

　農商工費　　６款　土木費

2 給料 △881

2

節

一般職給 △881 ・一

・

般職給 △881

細

3 職員手当等

－ 113 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　６ 土木費

（項） 　１ 土木管理費

目

計 92,973 8,

補

292 101,265

正

8,292

前

（款） 　６

の

土木費

（項） 　２ 道路

補

橋りょう費

　正

2 道路橋りょ

計

634,268 2,8

補

40 637,108 1

 

,562 1,200 7

正

8

 

う新設改良

予

費

 算 

計 831,84

額

9 2,840 834,

 

689 1,562 1,

の

200 78

 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 114 －



節

・通勤手当 △48

説

3 期末・勤勉

　

1,988 ・住居手当

　

△324

手当

　

4 共済費 1,079

　

・共済組合負担

　

金 1,079

　

4 管理職手当 1,26

　

0

5

　

時間外勤務 695

　

手当

　

6 通勤手当 △48

　

9 住

　

居手当 △324

　

4 共

明

済費 1,079

区

1 共済組合

　

負 1,079

　

担金

 分

12 委託料

金

2,840 11 通学路

　

対策事業 2,840

 

12 委託料 2,

額

840

7 分析

千

・調査 2,840 ・分

円

析・調査等委託料 2,

千

840

等委託

円

料 建物補償調査業務委

1

託料 2,840

扶養

　６款　土

手

木費

当 297 ・期末・勤勉手当 1,988

・管理職手当

節

1,260

2

・

地域手当 277 ・時間

細

外勤務手当 695

－ 115 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 都市計画総 107

（

,646 △15,19

款

8 92,448 △15

）

,198

　

務費

６ 土木費

（項） 　４ 都市計画費

目
補正前の 補　正

計 241,954

計

△15,198 226

補

,756 △15,19

 

8

正

（款） 　８ 教育費

（

 

項） 　１ 教育総務費

予 

2 事

算

務局費 201,272

 

△14,384 186

額

,888 △14,38

 

4

の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 116 －



節

3 職員手

説

当等 △4,758

　

3 職員手当等 △4

　

,758 ・扶養手当 △

　

78

・地域手

　

当 △614

1

　

扶養手当 △78 ・期末

　

・勤勉手当 △2,82

　

9

・管理職手

　

当 △1,140

　

2 地域手当 △614

　

・時間外勤務手当 4

　

・通勤手当 △1

　

01

3 期末・

　

勤勉 △2,829 4 共

明

済費 △2,501

区

手当 ・共済組合負

　

担金 △2,501

　

4 管理職

 

手当 △1,140

分

5 時間外

金

勤務 4

手当

　

6 通勤

 

手当 △101

額

4 共済

千

費 △2,501

円

1 共済組合

千

負 △2,501

円

担金

2 給

2 給料 △

料

3,754 01 給与費

△

△14,384

7

2 給料 △3,754

,

2 一般職給 △

9

3,754 ・一般職給

3

△3,754

9

3 職員手当等 △

0

9,238

3

1

職員手当等 △9,23

給

8 ・扶養手当 185

与

・地域手当 △2

費

55

1 扶養手

△

当 185 ・期末・勤勉

1

手当 △9,455

5

・時間外勤務手当

,

1

2 地域手当

1

△255 ・通勤手当 △

9

50

・住居手

8

当 336

　６款　土木費　　８款　教育費

2 給料 △7,

節

939

2 一般

・

職給 △7,939 ・一

細

般職給 △7,939

－ 117 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　８ 教育費

（項） 　１

計 36

教

4,043 △14,3

育

84 349,659 △

総

14,384

務

（款） 　

費

８ 教育費

（項） 　２ 小

目

学校費

補正

1 学校管理費 21

前

1,534 22,72

の

0 234,254 22

補

,720

　正
計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 118 －



節

手当

説

6 通勤手当 △50

　

9 住居手

　

当 336

　

4 共済費 △

　

1,392

　

1 共済組合負 △

　

1,392

担

　

金

　　

10 需用費 2

　

2,720 03 一般経

　

費（西小学校） 8,6

　

21

10 需用

　

費 8,621

明

5 光熱水費 22,72

区

0 ・光熱水費 8,62

　

1

0

　

4 一般経費（東小学校

 

） 3,068

分

10 需用費 3,068

金

・光熱水費 3

　

,068

 

05 一般経費（北

額

小学校） 2,774

千

10 需用費 2,

円

774

・光熱

千

水費 2,774

円

06 一般経

3

費（真美ヶ丘第一小学

期

校） 4,215

末

10 需用費 4,21

・

5

・光熱水費

勤

4,215

勉

07 一般経費（

△

真美ヶ丘第二小学校）

9

4,042

1

,

0 需用費 4,042

4

・光熱水費 4,

5

042

5

　８款　教育費

4 共済費 △1,392

手当 ・共済

節

組合負担金 △1,39

・

2

5

細

時間外勤務 1

－ 119 －



円 千円 千円 千円 千円 千円

計 236,467 22

（

,720 259,18

款

7 22,720

）

（款）

　

　８ 教育費

（項） 　３

８

中学校費

教育

1 学校管理費 9

費

5,258 5,769

（

101,027 5,7

項

69

） 　２ 小学校費

目
補正前の 補　正

計

補 正 予

計 110,873 5,

 

769 116,642

算

5,769

 

（款） 　８

額

教育費

（項） 　４ 幼稚

 

園費

の 

1 幼稚園管理 339

財

,274 33,814

 

373,088 33,

源

814

 

費

内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千

－ 120 －



節

3 職員手当等 83

説

3 職員手当等 83

　

・地域手当 1

　

・期末・勤勉手当 81

　

2 地域手当 1

　

・時間外勤務手当 1

　

4 共済費 48

　

3 期末・勤勉 8

　

1 ・共済組合負担金 4

　

8

手当

　

04 一般経費（広陵

　

中学校） 3,006

　

5 時間外勤務 1

　

10 需用費 3,006

　

手当 ・光熱水

明

費 3,006

区

4 共済

　

費 48 05 一般経費（

　

真美ヶ丘中学校） 2,

 

619

10 需

分

用費 2,619

金

1 共済組合負 48 ・

　

光熱水費 2,619

 

担金

額

10 需用

千

費 5,625

円

5 光熱水費 5

千

,625

円

2 給料 △10,811 01 給与費 △14,686

2 給料 △10,811

2 一般職給 △10,811 ・一般職給 △10,811

3 職員手当等 △2,238

　８款　教育費

2 給料 13 01 給与費 144

節

2 給料 13

2

・

一般職給 13 ・一般職

細

給 13

－ 121 －



円 千円 千円 千円 千円 千円

（款） 　８ 教育費

（項） 　４ 幼稚園費

目
補正前の 補　正

計

補 正 

計 33

予

9,274 33,81

 

4 373,088 33

算

,814

 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千

－ 122 －



節

・時間外勤務手当

説

△135

2 地

　

域手当 △607 ・通勤

　

手当 △183

　

・住居手当 △3

　

3 期末・勤勉 △2,

　

001 ・児童手当 32

　

5

手当 4 共済

　

費 △1,637

　

・共済組合負担金 △

　

1,637

5

　

時間外勤務 △135

　

手当 10 幼稚園

　

施設整備費 48,50

　

0

12 委託料

明

1,500

6

区

通勤手当 △183 ・設

　

計・監理等委託料 1,

　

500

広陵西

 

第二幼稚園解体監理業

分

務委託料 1,500

金

9 住居手当 △3

　

14 工事請負費 47,

 

000

・広陵

額

西第二幼稚園解体工事

千

47,000

円

14 児童手当 325

千円

4 共済費 △1,637

3

1 共

職

済組合負 △1,637

員

担金

手

12 委

当

託料 1,500

等

3 設計・監

△

理 1,500

2

等委託料

,

14 工事請

2

負費 47,000

3

7 広陵西

8

第二 47,000

・

幼稚園解体

扶

工事

養手

　８款　教育費

当 366

・地域手当 △6

節

07

1 扶養手

・

当 366 ・期末・勤勉

細

手当 △2,001

－ 123 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 社会教育総 44,

（

475 △939 43,

款

536 △939

）

務費

　８ 教育費

（項） 　５ 社会教育費

目
補正前の

2 図書

補

館費 113,489 6

　

,430 119,91

正

9 6,430

計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 124 －



節

5

3 職員手当

説

等 △865 ・扶養手当

　

△180

・地

　

域手当 △4

1

　

扶養手当 △180 ・期

　

末・勤勉手当 △618

　

・時間外勤務

　

手当 92

2 地

　

域手当 △4 ・通勤手当

　

△155

4 共

　

済費 △180

　

3 期末・勤勉 △618

　

・共済組合負担金 △1

　

80

手当

　

5 時間外

明

勤務 92

手当

区

6 通

　

勤手当 △155

　

4 共

 

済費 △180

分

1 共済組合負

金

△180

担金

　

2

 

給料 999 01 給与費

額

2,726

2

千

給料 999

2

円

一般職給 999 ・一般

千

職給 999

円

3 職員手当等 87

2

5

3 職員手当

給

等 875 ・地域手当 6

料

0

・期末・勤

1

勉手当 608

0

2 地域手当 60 ・時間

6

外勤務手当 269

0

・通勤手当 △62

1

3 期末・勤勉

給

608 4 共済費 852

与

手当 ・共済組

費

合負担金 852

△

5 時間外勤

9

務 269 03 一般経費

3

3,704

手

9

当 10 需用費 3,704

・光熱水費 3,704

6 通勤手当 △62

4 共

2

済費 852

給

1 共済組合負 8

料

52

担金

1

　８款

0

　教育費

6

2 一

節

般職給 106 ・一般職

・

給 106

細

3 職員手当等 △86

－ 125 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

（款）

3 公

　

民館費 44,629 2

８

,420 47,049

教

2,420

育費

（項） 　５ 社会教育費

目
補正

4

前

文化財保護 71,13

の

4 320 71,454

補

320

　

費

正
計

補 正 予 算 額 の 財 

計 273

源

,727 8,231 2

 

81,958 8,23

内

1

 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 126 －



節

手当等 193

説

3 期末・勤勉 82 ・期

　

末・勤勉手当 82

　

手当 ・時間外勤務

　

手当 111

4

　

共済費 17

5

　

時間外勤務 111 ・共

　

済組合負担金 17

　

手当

　

02 一般経費 2,2

　

10

4 共済費

　

17 10 需用費 2,2

　

10

・光熱水

　

費 2,210

　

1 共済組合負 17

明

担金

区

10 需用費

　

2,210

　

5 光熱水費 2,

 

210

分

2 給料 36 01 給

金

与費 320

2

　

給料 36

2 一

 

般職給 36 ・一般職給

額

36

3

千

職員手当等 250

円

3 職員手当等 25

千

0 ・地域手当 3

円

・期末・勤勉手当 9

1

2

2 地域手当

0

3 ・時間外勤務手当 1

需

55

4 共済費

用

34

3 期末・

費

勤勉 92 ・共済組合負

3

担金 34

手当

,

5 時

7

間外勤務 155

0

手当

4

4 共済費 34

1 共済組合負 34

担金

　８款　教育費

5 光熱水費 3,704

節

3 職員手

・

当等 193 01 給与費

細

210

3 職員

－ 127 －



千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 保健体育総 60,

（

930 △5,324 5

款

5,606 △5,32

）

4

　

務費

８ 教育費

（項） 　６ 保健体育費

目
補正前の 補　正

計

補 正 

計 60,930

予

△5,324 55,6

 

06 △5,324

算

（款

 

） １１ 諸支出金

（項）

額

　１ 特別会計繰出金

 の

1 水

 

道会計繰 72,119

財

98 72,217 98

 

出

源

金

 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円

－ 128 －



節

3 職員手当

説

等 △2,545

　

3 職員手当等 △2,

　

545 ・扶養手当 △7

　

8

・地域手当

　

△272

1 扶

　

養手当 △78 ・期末・

　

勤勉手当 △1,286

　

・管理職手当

　

△360

2 地

　

域手当 △272 ・時間

　

外勤務手当 1

　

・通勤手当 80

　

3 期末・勤勉 △1,

　

286 ・住居手当 △6

明

30

手当 4 共

区

済費 △1,385

　

・共済組合負担金

　

△1,385

 

4 管理職手当 △360

分

03 一般経費

金

2,100

5

　

時間外勤務 1 10 需用

 

費 2,100

額

手当 ・光熱水費 2,1

千

00

円

6 通勤手当 80

千

9 住居手当

円

△630

2

4 共済費 △

給

1,385

料

1 共済組合負 △

△

1,385

担

3

金

,

10 需用費 2,1

4

00

9

5 光熱水費 2,100

4 01

27 繰出金 98

給

02 児童手当繰出金 9

与

8

27 繰出金

費

98

12 児童

△

手当負 98 ・児童手当

7

負担金 98

担

,

金

4

　８款　教育費　　１

2

１款　諸支出金

4

2 給料 △3,4

節

94

2 一般職

・

給 △3,494 ・一般

細

職給 △3,494

－ 129 －



他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

計 420,7

（

31 98 420,82

款

9 98

） １１ 諸支出金

（項） 　１ 特別会計繰出金

目
補正前の 補　正

計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 方 債 そ の 

－ 130 －



節
説　　　　　　　　　　　　　明

区　　 分 金　 額

千円 千円

１１款　諸支出金

節・細

－ 131 －



4,733 48,570

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

25,176 9,437 9,224 43,837

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備考
（人）

68,823 15,688 84,511

その他 756 28,961 4,410

議　員 14 50,112 18,711

33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 28,148 13,634 146,031 20,421 166,452

補
正
前

長　等 3 25,176 9,281

補
正
後

長　等 3

9,224 43,681 4,718 48,399

議　員 14 50,112 18,418 68,530 15,688 84,218

その他 756 28,961 4,410 33,371 33,371

計 773 79,073 25,176 27,699

156 156 15 171

13,634 145,582 20,406 165,988

293 293議　員 293

449 15 464

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

計 449

比
較

長　等

その他

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

302,498 2,220,214

補　正　前 539 364,589 883,636 685,242 1,933,467 302,677

補　正　後 536 364,589 871,417 681,710 1,917,716

2,236,144

比　　　較 △ 3 △ 12,219 △ 3,532 △ 15,751 △ 179 △ 15,930

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 56,105 235,602 136,940 26,940

補 正 後 18,484 55,720 226,065 142,341 28,570

補 正 後 25,136 14,009 36 171,349

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較 △ 56 △ 385 △ 9,537 5,401 1,630

比    較 547 △ 312 △ 820

補 正 前 24,589 14,321 36 172,169

－ 132 －



　ア　会計年度任用職員以外の職員

244,664 1,662,724

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 255 811,991 606,069 1,418,060

補　正　前 258 824,210 609,601 1,433,811 244,843 1,678,654

比　　　較 △ 3 △ 12,219 △ 3,532 △ 15,751 △ 179 △ 15,930

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 前 18,540 52,536 177,043 136,940 26,940

補 正 後 18,484 52,151 167,506 142,341 28,570

補 正 後 23,360 12,895 36 160,726

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較 △ 56 △ 385 △ 9,537 5,401 1,630

比    較 547 △ 312 △ 820

補 正 前 22,813 13,207 36 161,546

　イ　会計年度任用職員 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 281 364,589 59,426 75,641 499,656 57,834 557,490

補　正　前 281 364,589 59,426 75,641 499,656 57,834 557,490

比　　　較

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当

補 正 後 3,569 58,559

補 正 前 3,569 58,559

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

比    較

補 正 前 1,776 1,114 10,623

補 正 後 1,776 1,114 10,623

比    較
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備       考

報　　酬

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

給　　料 △ 12,219

給与改定に
伴う増減分

3,528
平均改定率

0.46%

その他の
増減分

△ 15,747
人材未確保による減　△2,394千円
職員退職による減　　△6,344千円
異動等による減　　　△7,009千円

その他の
増減分

△ 13,742
人材未確保による減　△1,193千円
職員退職による減　　△3,958千円
異動等による減　　　△8,591千円

（３）給料及び職員手当の状況

職員手当 △ 3,532

給与改定に
伴う増減分

10,210

地域手当　         　　 230千円
期末手当　              823千円
勤勉手当0.1月分　     8,354千円
時間外勤務手当　        118千円
退職手当　              685千円

平 均 給 与 月 額 （円） 333,559 297,841 －

平　均　年　齢　　（歳） 40 59 －

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

令和４年１１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 285,453 264,850 －

39 59 －

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

令和４年４月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,200 264,300 －

平 均 給 与 月 額 （円） 323,279 297,258 －

平　均　年　齢　　（歳）

185,200 185,200

150,600 150,600

163,100 163,100

182,200 182,200

高　　　校　　　卒

短　　　学　　　卒

大　　　学　　　卒

補正後

補正前

補正後

補正前

補正後

補正前

154,600 154,600

167,100 167,100

－ 134 －



（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

１級 合計

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級

令和４年１１月１日現在
職員数（人） 6 29 26 39

４級 ３級 ２級

54 52 46 252

構成比（％） 2.4 11.5 10.3 15.5

38 60 48 54 255

21.4 20.6 18.3 100

合計

18.8 21.2 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級 ２級

構成比（％） 2.7 9.4 9.4 14.9 23.6
令和４年４月１日現在

職員数（人） 7 24 24

令和４年１１月１日現在
職員数（人） 2

１級

2

構成比（％） 100

2

100

合計

100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号

構成比（％） 100
令和４年４月１日現在

職員数（人） 2

令和４年１１月１日現在
職員数（人）

２号 １号

構成比（％）

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教
諭及び上席主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

構成比（％）
令和４年４月１日現在

職員数（人）

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、室長、参事、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教
諭及び上席主任保育士に相当する職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士に相当する職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業
務で重要なものに従事する場合

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場
合

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業
務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に
従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事
する場合
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エ　昇給

カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 255 253 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 215 213 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 84.3 84.2 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 4 4

２号給（人） 24 22 2

５号給以上（人） 11 11

27 27

４号給（人） 149 149

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 258 256 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 223 221 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.4 86.3 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 1 1

２号給（人） 20 18 2

５号給（人）

28 28

４号給（人） 174 174

補 正 後 2.15 2.25 4.4 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計
（月　分）

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

国の制度 2.15 2.25 4.4 有

補 正 前 2.15 2.15 4.3 有

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

35年勤続の者
（月分）

最高限度
（月分）

備考
その他の加算
措置等

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

6 20

支 給 率 （ ％ ） 6 20

支 給 対 象 職 員 数 （人） 254 1
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同

給料総額に対する比率（％） 0.003 0.003 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ 日 現 在 )

1.176 1.176 －
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議 案 第 ９ ６ 号

令和４年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算

（ 第 １ 号 ）

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １

号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ６ ，

２ ５ ９ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ

ぞ れ ３ ， ８ ３ ４ ， ０ ５ ９ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 、 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳

入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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第１ 補

37 △11,354 8

正

,683

5 繰越金 0 17,613 17,613

1 繰越金 0 17,613 17,613

歳　　　入　　　合

表

歳

　　　計 3,827,

　

800 6,259 3,

入

834,059

款 項 補正前の予

　

算額 補正予算額 計

千円

歳

千円 千円

入

3 繰入金 253,67

歳

2 △11,354 24

出

2,318

予算

2 基金繰入金 20,0
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出

款

歳　　　出　　

項

　合　　　計 3,82

補

7,800 6,259

正

3,834,059

前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

7 諸支出金 3,500 6,259 9,759

1 償還金及び還

歳

付加算金 3,500 6

　

,259 9,759
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歳入 別

,613 17,613

明細

歳　　　入　　　合

書

　　　計 3,827,

１

800 6,259 3,

　

834,059

総　括

歳

(歳　

出

入)

款 補正前の予算額

補

補正予算額 計

千円 千円

正

千円

3 繰入

予

金 253,672 △1

算

1,354 242,3

事

18

項

5 繰越金 0 17
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4,059

出)

款 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

7 諸支出金 3,500 6,259 9,759

歳　　　出　　　合　　

(

　計 3,827,80

歳

0 6,259 3,83
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円 千円

6,

　

259

正

6,259

　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 県 支 出 金 地　　方　　債 そ　

補

　の　　他

千円 千円 千
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２ 歳

0,037 △11,3

（

54 8,683

款

（款） 　５

）

繰越金

（項） 　１ 繰越

　

金

３

1 繰越金 0 17,

繰

613 17,613

入金

計 0 17,613 17

（

,613

　

項） 　２ 基金繰入金

目

入

補正前の予算額 補正予算額 計

千円 千円 千円

1 財政調整基金繰入金 20,037 △11,354 8,683

計 2
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1 繰越金 17,61

　

3 令和３年度歳計剰余

　

金 17,613

　　

　３款　繰入金　　

　

５款　繰越金

　　　　　　　明

区　　　分 金　 額

千円 千円

1 財政調整基金繰入 △11,354 財政調整基金繰入金 △11,

節

354
金

説　
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３ 歳

方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 一般被保険 3,500 370 3,870 370

者保険税還

（

付金

款）

　

　７

2 償還金 0

諸

5,889 5,889

支

5,889

出金

（項） 　

出

１ 償

計 3,

還

500 6,259 9,

金

759 6,259

及び還付加算金

目
補正前の 補　正

計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源予 算 額 予 算 額 国県支出金 地 
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節

還付金 370

説

8 保険税還付 370

　

金

　

22 償還金、利

　

子及 5,889 01 償

　

還金 5,889

　

び割引料 22 償還金

　

、利子及び割引料 5,

　

889

・国庫

　

補助金返還金 64

　

12 国庫補助金 6

　

4 ・県補助金返還金 5

　

,825

返還

　

金

1

　

4 県補助金返 5,82

明

5

還金

区　

　７款　諸

　

支出金

 分 金　 額

千円 千円

22 償還金、利子及 370 01 一般被保険者保険税還付金 370

節

び割引料 22 償還

・

金、利子及び割引料 3

細

70

・保険税
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議 案 第 ９ ７ 号

令和４年度広陵町水道事業会計補正予算（第３号）

第 １ 条 令和４年度広陵町水道事業会計の補正予算（第３号）

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 ２ 条 令 和 ４ 年 度 広 陵 町 水 道 事 業 会 計 予 算 第 ３ 条 に 定 め た

収 益 的 収 入 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

収 入 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 水 道 事 業 収 益 877, 1 5 4 9 8 8 7 7 , 2 5 2

第 ２ 項 営 業 外 収 益 138, 0 1 9 9 8 1 3 8 , 1 1 7

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ８ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
水道事業
収 益

877,154 98 877,252

2 営業外収益 138,019 98 138,117

3 雑 収 益 137 98 235

１．令和４年度広陵町水道事業会計補正予算（第３号）

実 　施 　計 　画

　（単位:千円）

目

収益的収入

款 項
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２．令和４年度  　広陵町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)

(単位　千円)

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純損失 △9,167

　　　減価償却費 205,191

　　　固定資産除却費 5,000

　　　退職給付引当金の増加額 8,914

　　　賞与引当金等の増加額 267

　　　貸倒引当金の増加額 236

　　　長期前受金戻入額 △66,092

　　　受取利息及び配当金 △820

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 100

　  　営業及び営業外未収金増加額 △36,296

　　　棚卸資産の減少 291

　　　営業及び営業外未払金・未払費用減少額 △7,523

　　　その他流動資産の増加額 △4,332

　　　小計 95,769

　　　受取利息及び配当金 820

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 △100

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー① 96,489

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産の取得による支出 △307,695

　　　国庫補助金による収入 47,762

　　　他会計繰入金による収入 240

　　　工事負担金による収入 23,000

　　　投資活動に伴う未払金等の債務の増加額 42,220

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 194,473

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出 △2,138

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 2,138

Ⅳ　現金預金の減少額④＝①＋②＋③ △100,122

Ⅴ　現金預金の期首残高 1,485,223

Ⅵ　現金預金の期末残高 1,385,101
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（単位：千円）

1

有形固定資産

イ 土 地 489,575

ロ 立 木 151

ハ 建 物 151,847

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,091 136,756

ニ 構 築 物 8,267,920

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,214,010 4,053,910

ホ 機 械 及 び 装 置 493,195

減 価 償 却 累 計 額 △ 163,551 329,644

へ 車 両 運 搬 具 12,735

減 価 償 却 累 計 額 △ 11,601 1,134

ト 工具器具及び備品 29,991

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,793 9,198

チ 建 設 仮 勘 定 203,636

有形固定資産合計 5,224,004

投 資

イ 長 期 貸 付 金 500,000 500,000

投 資 合 計 500,000

固 定 資 産 合 計 5,724,004

２

現 金 預 金 1,385,101

未 収 金 110,986

貸 倒 引 当 金 △ 1,459 109,527

貯 蔵 品 16,059

流 動 資 産 合 計 1,510,687

資 産 合 計 7,234,691

３．令和４年度　広陵町水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

  資     産     の     部

固 定 資 産

（１）

（２）

流 動 資 産

（１）

（２）

（３）
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（単位：千円）

  負     債     の     部

３

引 当 金

イ 退 職 給 付 金 73,559 73,559

固 定 負 債 合 計 73,559

４

企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てる企業債 654 654

未 払 金 63,210

引 当 金

イ 退 職 引 当 金

ロ 賞 与 引 当 金 5,400 5,400

預 り 金 35,000

預 り 保 証 金 200

流 動 負 債 合 計 104,464

５

長 期 前 受 金 3,717,128

収 益 化 累 計 額 △ 2,216,546

繰 延 収 益 合 計 1,500,582

負 債 合 計 1,678,605

固 定 負 債

（１）

流 動 負 債

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

繰 延 収 益

（１）

（２）
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（単位：千円）

  資     本     の     部

６ 2,437,848

７

資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金 2,404,530

ロ 受 贈 財 産 評 価 額 2,313

資 本 剰 余 金 合 計 2,406,843

利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 654

ロ 建 設 改 良 積 立 金 100,000

ハ 災 害 準 備 積 立 金 50,000

ニ 利 益 積 立 金 6,500

ホ 当年度未処分利益剰余金 554,241

利 益 剰 余 金 合 計 711,395

剰 余 金 合 計 3,118,238

資 本 合 計 5,556,086

負 債 資 本 合 計 7,234,691

（１）

（２）

資 本 金

剰 余 金
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４．令和４年度 　広陵町水道事業会計補正予算（第３号）

  　　　　　　　　 実施計画明細書

収益的収入

１　水道事業
　　収　　益

877,154 98 877,252

２　営業外収益 138,019 98 138,117

３　雑収益 137 98 235

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

２　その他の雑収益 98 一般会計操出金（児童手当分：12月補正）

(補正後) 235 － (当初) 137 ＝ 98

明　　　細
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議 案 第 ９８ 号

町道の路線認定及び変更について

別紙町道の路線を認定し、及び変更することについて、道路

法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第

３項の規定により、議会の議決を求める。

令和４年１２月８日提出

広陵町長 山 村 吉 由
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路　線
番　号

三吉元斉音寺方２２４番１４ 最大 １３.７０

三吉元斉音寺方２２４番２２ 最小 ６.００

三吉元斉音寺方４１０番３ 最大 １４.７０

三吉元斉音寺方４１０番６ 最小 ６.００

南２３４番５ 最大 ８.００

南１４８番６ 最小 ４.００

認　定　路　線

７７.００

路線名
起点　番先から
終点　番先まで

９１.８０

２５.９０

斉音寺２５号線

斉音寺２６号線

南３１号線

１８２５

１８２６

５４３１

延長
（ｍ）

幅員
 (m)
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47.7

46.7

47.1

47.1

53.1

47.6

47.0

53.0

47.6

46.5

46.4 46.3

46.4

47.1

46.4

46.6

47.0

46.1

47.1

46.5

47.5

46.5

47.2

48.4

47.5

47.8

48.0

47.3

47.5

47.2

46.8
46.2

47.5

46.1

48.1

46.4

46.9

47.1

47.1

46.7

47.2

位置図

斉音寺２５号線
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47.7

46.7

47.6

53.6

67.6

53.0

47.6

47.0

46.1

47.1

46.5

47.5

46.5

47.2

48.4

47.5

47.8

48.0

47.3

47.5

47.2

46.8

47.1

46.7
46.9

46.2

47.5

51.0

47.3

47.5

47.5

47.6

48.5

48.1

46.4

47.1

46.7

48.3

46.9

位置図

斉音寺２６号線
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43.4

45.0

42.1
43.7

48.0

44.3

42.843.8

43.3 46.3

43.6 48.1

43.8

44.0

45.0

49.8

48.2

43.9 43.5

48.1

46.2 47.8
48.4

47.4

45.4

45.0

47.9

48.1

44.4

45.2

45.1

44.6

43.9

44.0

44.6

44.5

44.7

45.0 44.3

45.0

44.7

45.6

45.6

46.2

45.6

位置図

南３１号線
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54

235-7

233-1

234-1

M

234-5

309-2

309

233-5

235-5

235-4235-8
M234-4

233-6

235-9 234-3

147-1

149-1

150-5

146-1

146-3

146-7

148-7

148-4

146-5

146-6

149-3148-1

147-3

150-4
148-5

146-4

148-6

149-4

－ 169 －



－ 170 －



路線
番号

路線名 変更 起点 終点
延長
(m)

最大幅
(m)

最小幅
(m)

前 南１５９番１ 南２５３番１ １５５．４６ ５.００ ２.５０

後 変更なし 南１６６番５ ８８．４６ 変更なし ４.２０

前 弁財天２３４番１ 弁財天２６８番３ ３９８．３２ ６.００ ２.９０

後 弁財天２６２番１ 変更なし ２３３．３２ 変更なし 変更なし

５４２４ 南２４号線

変　更　路　線 

５４０６ 南６号線
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43.6

44.6

43.4

45.0

42.1
43.7

48.0

47.9

43.1

44.3

42.843.8

43.3 46.3

43.6 48.1

43.8

44.0

49.5

45.0

49.8

48.2

43.9 43.5

48.1

45.9

46.2 47.8 48.4 43.2

47.4

45.4

45.0

44.3
47.9

48.1

44.4

45.2

44.6

44.7

44.3

44.7

45.6

位置図

南６号線

変更区間（廃止）
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47.1
43.8

43.2

43.0

43.5

43.1
42.9

47.8 44.3

44.1
44.7

43.6

43.0

43.0

42.4

43.3

43.2

43.3

41.6
46.5

43.6

44.6

43.4

45.0

42.1
43.7

48.0

47.9
43.6

43.5

43.1

44.3

42.843.8

43.3 46.3

43.7

43.4

43.6 48.1

44.2

43.8

44.2
44.0

49.5

45.7

45.0

49.8

48.2

43.1
43.9 43.5

48.1

45.9
44.2 43.0

46.2 47.8
48.4 43.2

44.5

47.4

45.4

44.1

45.0

44.3
47.9

48.1

44.4

45.2
45.2

45.1

45.3

49.2

44.6 44.644.5

45.5
44.5

44.6

44.5

48.6

45.7

45.1
45.2

45.3

45.3

45.1

44.8

45.8

48.7

49.8

45.2

45.1
44.7

45.246.7

48.3
45.8

45.6

48.9

45.4

48.3

45.2

46.7
47.1

45.9

45.3

50.3

44.8 44.9
45.5

47.6

43.4

43.8

44.3

43.0

43.6

44.4

44.0

43.0

43.0

43.9

43.7

44.2

46.8

44.7 44.2

47.4
45.6

44.6

43.9

45.2
45.2

44.4

44.0

44.0

44.1

44.6

44.8

44.7

47.9

47.5

47.7

47.9

47.9 44.5

44.7

44.9

49.9
49.8

44.2 45.0 44.3

47.8
48.6

45.3

45.0

44.7

45.6

45.0 45.6

45.1

45.6

45.1

47.4

44.9

47.9

47.7

45.9

46.2

45.9

45.6

48.2

46.6

46.3

46.5

48.5

45.5

46.0

46.6

46.4
46.4

45.5

45.4

45.5

47.0 45.8

45.2

46.7

45.9

49.0

50.5

46.5

46.0

45.6

49.3

47.1

変更区間（廃止）

変更区間（追加）

位置図

南２４号線
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議 案 第 ９９ 号

指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６

項の規定により、指定管理者の指定について、次のとおり議会

の議決を求める。

令和４年１２月８日提出

広陵町長 山 村 吉 由

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

広陵町パークゴルフ場

２ 指定管理者となる団体

大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号

株式会社ハウスビルシステム

代表取締役 坂下 芳史

３ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで
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